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　除却費用の一部および除却に
伴う入居者移転費用の一部を補
助します。
　補助対象経費の６分の３を補
助します。特に延焼危険性が高
い区域内であれば、６分の５を
補助し、さらに、空き家であれ
ば６分の１嵩上げを行います。
補助対象となる人・建物
◦補助対象建築物の所有者また
はその相続人
◦対象地区内の昭和56年５月31
日以前に建築された建物
対象地区　小路町、元町、本町、
幸福町、垣内町、石原町、大
倉町、上島町、城垣町
※３年度から中町、野里町は対

象外
補助対象経費
◦除却工事に要する経費（共同
住宅で上限540万円）
◦入居者移転費（１戸あたり15
万円、共同住宅で上限150万
円）
※空き家の場合と崇上げと入居
者移転費補助の併用は不可
※予算が無くなり次第終了
※詳しくは市ホームページ参照
※文化住宅、戸建て、長屋など
の解体を検討している人は事
前に相談してください
問合先
　地域整備課
　☎０６(６９０２)６３１９

消費生活センターは第２・第４土曜日も開所しています 受付は午前９時30分～正午、午後０時45分～４時30分　消費生活センター　☎０６（６９０２）７２４９

計画を策定しました
※詳しくは市ホームページ参照

　障害者総合支援法および児童
福祉法に基づく障がい福祉サー
ビスや相談支援などの施策の充
実に向けて、国の制度改正など
を踏まえた目標を設定し、達成
に向けた取り組みを推進するた
めに策定しました。
問合先　障がい福祉課
　☎０６(６９０２)６１５４
　FAX０６(６９０５)９５１０

　高齢者などに関する施策全般
について、基本的な政策目標を
設定し、その実現に向けた取り
組みを推進するために策定しま
した。
問合先
　高齢福祉課
　☎０６(６９０２)６１７６

　市国民健康保険を取り巻く状
況の変化を踏まえ、計画策定時
とその後の健康・医療情報を確
認したうえで、これまで実施し
てきた保健事業の取り組み状況
や指標の達成状況を基に計画全
体の中間評価を実施しました。
問合先
　健康保険課
　☎０６(６９０２)５９８９

　更生意欲のある犯罪をした者
などの立ち直りを支え、新たな
犯罪被害をつくらないことを目
的に策定しました。
問合先　人権市民相談課
　☎０６(６９０２)６０７９

　本市の障がいのある人に関わ
る施策の基本方向について、全
面的な見直しを行い、新たに策
定しました。

４
月
６
日
㈫
～
15
日
㈭
は

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と

正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を

　

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全

へ
の
認
識
を
新
た
に
し
、
安
全
な
行

動
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

道
路
公
園
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
６
４
５

木
造
住
宅
の
耐
震
化
に
関
す
る

「
電
話
相
談
会
」

「
個
別
相
談
会
と
展
示
会
」

◆
電
話
相
談
会

と
き　

４
月
１
日
㈭
～
５
月
20
日
㈭

午
前
10
時
～
午
後
６
時

◆
安
全
・
安
心
　
住
ま
い
の
耐
震
・

リ
フ
ォ
ー
ム
の
個
別
相
談
会
と
展

示
会

と
き　

５
月
21
日
㈮

◦
個
別
相
談
会
…
午
前
10
時
～
午
後

４
時

◦
展
示
会
…
午
前
10
時
～
午
後
１
時

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

※
個
別
相
談
会
は
完
全
予
約
制

定
員　

24
組
（
申
込
順
）

◆
共
通

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
・
問
合
先

　

人
・
家
・
街　

安
全
支
援
機
構

　

☎
０
１
２
０（
２
６
３
）１
５
０

　

FAX
０
６（
６
４
５
６
）１
０
７
３

安
心
で
安
全
な
住
宅
に
！

耐
震
診
断
・
改
修
（
設
計
）

な
ど
の
費
用
を
補
助

◆
耐
震
診
断
補
助

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
築
確
認
を
受
け
て
建
て
ら
れ
た

住
宅
お
よ
び
建
築
物
の
耐
震
改
修

の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す

る
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物

※
木
造
住
宅
の
場
合
は
建
築
確
認
の

有
無
は
不
問

募
集
戸
数
・
補
助
額

◦
木
造
住
宅
…
20
戸
、
費
用
の
11
分

の
10
（
上
限
５
万
円
）

◦
そ
の
ほ
か
の
住
宅
…
１
戸
、
費
用

の
２
分
の
１
（
上
限
２
万
７
０
０

０
円
）

◆
耐
震
（
設
計
）
改
修
補
助

①
設
計
＋
改
修

②
改
修

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
築
確
認
を
受
け
て
建
て
ら
れ
、

耐
震
診
断
結
果
の
評
点
が
１
・
０

未
満
の
木
造
住
宅
で
、
耐
震
改
修

に
お
い
て
評
点
が
１
・
０
以
上
に

な
る
も
の

※
①
は
木
造
賃
貸
住
宅
を
除
く

募
集
戸
数
・
補
助
額　

２
戸
、
改
修

工
事
費
用
の
８
割（
上
限
90
万
円
）

※
所
有
者
世
帯
の
所
得
合
計
額
が
月

額
21
万
４
０
０
０
円
以
下
の
場
合

は
改
修
工
事
費
の
８
割
（
上
限
１

０
０
万
円
）

◆
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
補
助

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
て
ら
れ
、
耐
震
診
断
結
果
の
評

点
が
１
・
０
未
満
の
木
造
住
宅
（

長
屋
、
共
同
住
宅
を
含
む
）

募
集
戸
数
・
補
助
額　

１
戸
、
費
用

の
５
分
の
４
（
上
限
30
万
円
）

◆
木
造
住
宅
除
却
補
助

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
て
ら
れ
、
耐
震
診
断
結
果
の
評

点
が
０
・
７
未
満
ま
た
は
そ
の
ほ

か
の
方
法
に
よ
り
耐
震
性
が
低
い

と
判
断
さ
れ
た
木
造
住
宅
（
長
屋
、

共
同
住
宅
を
含
む
）

募
集
戸
数
・
補
助
額

◦
一
戸
建
て
の
住
宅
…
８
戸
、
費
用

の
２
分
の
１
（
上
限
30
万
円
）

◦
長
屋
、
共
同
住
宅
…
10
棟
、
費
用

の
２
分
の
１（
上
限
２
０
０
万
円
）

◆
共
通

申
込
期
間

　

４
月
12
日
㈪
～
19
日
㈪

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
（
木
造

住
宅
の
耐
震
診
断
は
随
時
受
付
）

※
各
補
助
に
は
そ
の
ほ
か
条
件
あ
り
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
１

狭
あ
い
道
路
の

拡
幅
等
補
助
金
交
付
制
度

対
象　

幅
員
が
４
メ
ー
ト
ル
未
満
の

道
で
、
建
築
基
準
法
第
42
条
第
２

項
に
規
定
す
る
道
路
、
現
に
建
築

物
が
立
ち
並
び
拡
幅
が
必
要
と
認

め
ら
れ
る
道

※
自
主
管
理
す
る
場
合
は
対
象
外

※
予
算
が
無
く
な
り
次
第
終
了

※
補
助
額
な
ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ぺ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
６

人
権
に
関
す
る
相
談

　

相
談
は
す
べ
て
無
料
で
す
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

◆
人
権
相
談
員
に
よ
る
相
談

と
き　

平
日
午
前
９
時
30
分
～
午
後

５
時
30
分

と
こ
ろ　

人
権
市
民
相
談
課

相
談
員　

市
人
権
協
会
相
談
員

◆
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
相
談

と
き　

第
２
・
第
４
水
曜
日

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

相
談
室
２

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員　

大
西
孝
治
、
玄
番
允
子
、

小
林
美
鈴
、
佐
野
幸
雄
、
白
土
清

治
、
中
道
文
夫
、
西
川
和
彦
、
野

口
美
寿
、
畑
智
恵
子
、
濵
田
和
則

◆
人
権
擁
護
委
員
会
特
設
人
権
相
談

　

５
月
１
日
～
７
日
の「
憲
法
週
間
」

に
合
わ
せ
て
開
設
し
ま
す
。

と
き　

４
月
30
日
㈮

　

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

相
談
室
２

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員

　

人
権
擁
護
委
員

申
込
方
法

　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
直
接

地震時等に著しく危険な密集市街地における
老朽木造建築物等除却補助制度の期間を５年度まで延長

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
を

か
た
る
不
審
電
話
に
ご
注
意

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
た
め
に
必
要
と

か
た
り
、
金
銭
や
個
人
情
報
を
騙
し

と
ろ
う
と
す
る
電
話
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

市
職
員
ま
た
は
保
健
所
職
員
な
ど

が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
た
め
に
金
銭

や
個
人
情
報
を
電
話
で
求
め
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

無
料
の
は
ず
が
高
額
に
！

占
い
サ
イ
ト
の
落
と
し
穴

　

「
ネ
ッ
ト
広
告
に
『
無
料
鑑
定
』

と
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
軽
い
気
持

ち
で
占
い
サ
イ
ト
に
個
人
情
報
を
入

力
し
た
。
す
ぐ
に
占
い
師
か
ら
返
信

が
届
き
、
サ
イ
ト
に
登
録
す
る
よ
う

勧
め
ら
れ
た
。
メ
ー
ル
の
や
り
取
り

を
続
け
る
に
は
有
料
ポ
イ
ン
ト
が
必

要
だ
っ
た
が
『
あ
と
少
し
で
大
金
が

舞
い
込
む
』
と
言
わ
れ
て
３
０
０
万

円
も
支
払
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う

相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
誰
も
が
抱
え
る
不
安
や

悩
み
に
つ
け
込
ん
で
、
大
金
を
だ
ま

し
取
る
悪
質
な
サ
ク
ラ
サ
イ
ト
詐
欺

で
す
。
「
自
称
」
占
い
師
や
鑑
定
士

の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
気
を

付
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

門
真
市
消
費
生
活
研
究
会

会
員
募
集

　

「
環
境
に
や
さ
し
い
安
全
な
生
活

普
及
活
動
」
を
推
進
し
、
味
噌
づ
く

り
や
社
会
見
学
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。

費
用

　

年
会
費
１
２
０
０
円

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
研
究
会
・
葭
田

　

☎
０
９
０（
２
１
０
１
）５
９
４
４

犯
罪
被
害
者
等
支
援
～
災
害
弔

慰
見
舞
金
の
支
給
を
開
始
～

　

犯
罪
行
為
に
よ
り
亡
く
な
ら
れ
た

場
合
、
遺
族
に
災
害
弔
慰
見
舞
金
を

支
給
し
ま
す
。

支
給
金
額　

５
万
円

申
込
・
問
合
先

　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

ま
ち
づ
く
り

人

権

門真市第６期障がい福祉計画・
第２期障がい児福祉計画

門真市第８期
高齢者保健福祉計画

門真市国民健康保険第２期
データヘルス計画中間評価

門真市再犯防止推進計画

門真市第４次障がい者計画

消
費
生
活
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